
 

 

 

 

  

 

１月１７日（月）～１８日（火）に高等部 1学年を対象に２つのグループに分けて校内実習を行いました。 

1つ目のグループは、身体障害の方が在宅ワークに取り組まれている企業の方のご協力をいただき、オンラ

インで実習を行いました。実施内容は、「オリエンテーション」を受講し、在宅ワークでどの様な仕事を行っ

ているか等の講義を受けました。その後、「Ｗｅｂ朝礼」に参加をさせていただき、在宅勤務者の方に積極的

に質問をしていました。   

２日目は、「企画提案書作成の演習」を行いました。Wordや PowerPoint等を使い、テーマに基づく企画

書を作成し、プレゼンテーションを行いました。オンラインで、他校の生徒と合同で行うことができ、良い刺

激になったのではないかと思います。また、生徒は日頃、対面での学習を受けていますが、企業の方ともオン

ラインでやりとりすることで、リアルな在宅ワーク実習に取り組めたのではないかと思います。 

もう１つのグループでは、プリントをファイルに入れ、書類ケースに入れる作業やペットボトルの分別作 

業を行いました。休み時間と仕事の切り替えが上手で、 

集中して仕事に取り組むことができ、初めての実習で 

したが頑張っていました。 

 

 

 

                            

先日の臨時総会では、会員の皆様のご協力により、無事に議案を可決および採択をすることができました。 

ご協力ありがとうございました。なお、第 1号議案の「慶弔」については、昨年 12月 24日（金）より施行

されています。「旅費」につきましては、令和４年４月１日（金）よりの施行となりますので、ご確認ください。 

次に、1月 12日（水）に、第 12回目の役員会と、令和 4年度市Ｐ連係顔合わせがオンラインで行われま

した。来年度の市Ｐ連への参加の取りまとめは、現小学部 3年生の保護者の方になります。当日は、現小学部

4年生の今年度市Ｐ連担当の方から活動内容の説明があった後、令和 4年度の係決めに入りました。後日、小

学部 3年生の保護者の方で改めて連絡を取り合っていただき、2名の係の方が決まりました。 

１月 17日（月）には、令和 4年度の役員候補者の方と、現代表の方による顔合わせがオンラインで行われ

ました。来年度の校内の活動を行う役員は、現小学部 2年生の保護者の方になります。こちらも活発な質疑応

答が行われ、後日、来年度役員の方を決めていただきました。ありがとうございました。 

定例の第 12 回目の役員会では、来年度へ向けての引継ぎの方法や時期、また、来年度に向けて必要な事務

用品の購入等について話し合いました。 

 市Ｐ連関係では、１月 19日（水）に、令和 3年度の第 2回目の研修会が行われ、3名の会員が参加されま 

した。「性教育について考える」というテーマでの講演会でした。参加された方から、「体の変化に伴い、心に 

も起こる変化にもこちらが前もって準備しておく必要があると再認識させられました。」等の感想が寄せられ 

ました。 

また、１月 28日に、「横浜市教育委員会との意見交換会」が行われ、1名の会員が本校代表として参加され 

ました。お忙しいところ、ご参加いただき本当にありがとうございました。 

今後もＰＴＡ活動にご理解とご協力をよろしくお願いします。 
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 まん延防止が適用され、1月 21日（金）の会は中止になりました。次回は、3月 9日（水）の予定ですが、

開催が決まりましたらご連絡いたします。 

 港南区こども家庭支援課、高齢・障害支援課よりケースワーカーをお招きして、横浜市の福祉制度につい

てお話を伺いました。 

 

・『障害福祉のあんない』の「障害程度別該当事業一覧表」を見て、ご自分のお子さんが該当する制度は何

があるか確認してみる。（サービスは、申請しないと使えない） 

・『障害福祉のあんない』は、訂正事項がほぼ毎年あるので、正誤表ももらう。 

・いろいろ条件はあるが、まずは、区に相談してほしい。例えば、車いす耐用年数は 6年だが、子どもの場

合、成長に合わせて、「子どもに合っているもの」であることが最優先。 

・「障害者自動車燃料券」の新設等、訴えることでできた制度もある。 

・各区によって、こども家庭支援課から高齢・障害支援課に変わるタイミングに違いがある。高等部３年生

になる時に変わる区が多いため、２年生のうちに担当変更するか確認をした方が良い。 

・「計画相談」は、長い将来どのような生活をするのが理想なのか、そのために今どのようなサービスが必

要なのか第 3者の目で本人のことを考えることができる。本人のことを考えてくれる目は多い方が良い。

（計画相談は事業所が少なくて見つからない…区や基幹相談支援セン

ターに訴えていくことが必要） 

 

話の最後には、「本人を支える仲間の一人として、区役所をうまく使っ

てほしい」と力強い言葉をいただきました。今回は、懇談ができませんで

したが、来年度、感染状況が落ち着いている場合には、保護者の皆様と直

接話ができる機会を作りたいと思っています。 

 

 令和 4年も『進路、地域支援・連携、

PTAだより かけはし』をよろしくお

願いします。 

 

 

 

特別支援教育コーディネーターとの懇談会 

 

港南区重症心身障害児者家族会「サンフラワーあったかいね」 

 


